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電気用品安全法に関する質問について 

      平成２９年７月２５日 製品安全課 

項  目 型式の区分「電源スイッチ」の取り扱いについて 

 

１ 内容 

 

電気氷削機に使用されるスイッチが、「電源スイッチ」に該当するか否か知りた

い。 

氷を削る電動機の電路を開閉するスイッチ（マイクロスイッチ：１回路１接点）

は、器体に取り付けられ使用者が操作することができるものであるが、安全確保の

ために、氷ケースに規定量の氷を入れないと機械的にマイクロスイッチの操作部を

ロックし使用者が操作できないようにする機構が付属している。 

 

 

２ 回答 

 

当該スイッチが「電源スイッチ」に該当すると考えられます。 

 

（理由） 

インターロックの機能も備えてはいるものの、人が操作して電源が閉路するもの

なので、「電源スイッチ」として取り扱うのが妥当と考えられます。 

 

 


